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１ 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

平成21年６月29日に提出いたしました第13期（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）内部統制

報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の４の５第１項に基づき、内部統

制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

　３　評価結果に関する事項

　

３ 【訂正箇所】

　訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

　

　３ 【評価結果に関する事項】

　（訂正前）

上記の評価の結果、平成21年３月31日現在の、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効である

と判断致しました。

　

　（訂正後）

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要

な欠陥に該当すると判断致しました。したがって、平成21年３月31日現在の、当社グループの財務報告

に係る内部統制は有効でないと判断致しました。

　
記

当社において、不適切な会計処理が過去数年にわたり行われていたことが判明致しました。当社の過

年度の不適切な会計処理に対して、それがどのような経緯で発生したかについて、第三者の立場で厳正

かつ徹底した事実関係および原因究明の調査を進めるために、第三者の有識者から構成される第三者

調査委員会の設置を平成22年12月８日の取締役会において決議し、調査を実施致しました。当該調査に

より、当社及び連結子会社において平成21年３月期から平成23年３月期第２四半期までの間、取引実体

のない架空資産の計上や費用計上等不適切な会計処理が行われていることが具体的かつ詳細に判明致

しました。なお、第三者調査委員会の調査結果の概要は、平成23年３月１日に当社ホームページにて公

表されております。

当社はこれを受けて、第13期(平成21年３月期)以降の連結財務諸表等を遡及処理することと致しま

した。不適切な会計処理の概要は、当社代表取締役が複数回にわけ会社資金を不正に流出させ、実体の

無い資産を計上していたことなどであります。

これは、代表取締役個人に対する強い依存体質があり取締役会や監査役会による監督機能が十分で

なかったこと等が大きな原因であったと判断しております。

したがって、当社の全社的な内部統制、全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに関する内

部統制に重要な欠陥があったため、不適切な会計処理が行われ、かつその発見に遅れを生じさせたもの

と認識しております。

　　　なお、上記の事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正　　　

　　　することが出来ませんでした。

　

EDINET提出書類

株式会社ｆｏｎｆｕｎ(E05302)

訂正内部統制報告書

2/3



当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を十分に認識しており、重要な欠陥を是正

するために、内部統制報告書の訂正報告書提出日までに、下記のとおり是正措置を実施致しました。

①取締役会、監査役会の刷新

全取締役・全監査役の辞任

②経営監視体制の強化

社外有識者による経営監視機関の設置

③適切な社外役員の人選

社外有識者及び監査役会(当時)の助言を基に人選

また、下記の通り再発防止策を講じ、適切な内部統制を整備・運用してまいる方針でありま

　　　す。

①取締役会の機能の実効化

②監査役による監査の充実

③監査役と会計監査人及び内部監査室との連携

④法令遵守意識の向上

⑤内部監査の充実

⑥実効的な内部通報制度の設置及び周知徹底

⑦職務権限の見直し
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